
旧環境衛生事務所石綿除去工事監視業務委託仕様書 

 

第１章 総則 

１ 適用 

（１）本業務委託仕様書は、旧環境衛生事務所石綿除去工事監視業務の委託に適用する。 

（２）当該業務の遂行に当たっては、石綿除去工事内容を的確に把握するとともに、本仕様書

の内容を誠実に履行しなければならない。また、本仕様書に記載されていない事項につい

ては、建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）（以下、「共通

仕様書」とする）によるものとし、その他関係法令及び本市条例・規則・規程等に準拠し

て行わなければならない。 

 

２ 用語の定義 

（１）「受注者」とは、本市と旧環境衛生事務所石綿除去工事監視業務委託契約を締結した者を

いう。 

（２）「請負者」とは、本市と旧環境衛生事務所解体工事請負契約を締結した者をいう。 

（３）「監督職員」とは、守口市契約規則第 25 条に規定する監督職員をいう。監督職員は受注

者並びに委託監督員に対する指示、承諾又は協議の職務等を行うとともに、完成検査、一

部完成検査、出来高検査その他必要があるときに立ち会うものとする。 

（４）「委託監督員」とは、石綿除去工事監視業務委託契約の履行に関し、業務の管理および総

轄等を行うとともに、対象工事の適正な履行を確保するために必要な監督を行う者である。

委託監督員は本仕様書によるほか、守口市工事監督規程の該当項目を準用して業務を遂行

しなければならない。 

委託監督員は、石綿除去工事の現場着工前及び現場完了後も書類等の整備を現場外でも

行う事も可能である。 

（５）「報告」とは、委託監督員が監督職員に対し、工事監視業務遂行上必要な事項について、

書面をもって知らせることをいう。 

 

第２章 工事監視業務の概要等 

１ 概要 

当該業務は、本市の旧環境衛生事務所解体における石綿除去工事のみの監視業務を行うも

のとする。 

 

２ 工事監視対象施設等 

（１）所 在 地 

守口市菊水通四丁目 21番 22号 

（２）履行期間 

始 契約締結日 から  

至 令和８年５月 29日 まで 

 



※ ただし、石綿除去工事が全て完了し、委託監督員が監視する必要のなくなった時点

をもって業務完了とすることができるものとし、その完了日については監督職員と協

議のうえ決定するものとする。 

 

（３）対象施設 

工事対象施設 

・ 名   称  B棟（旧環境衛生事務所） 

・ 構造・規模  鉄骨造２階建 

・ 延 床 面 積 約 310㎡ 

・ アスベスト除去工事概要 

   石綿吹付除去      対象面積約  68.0㎡ 

   石綿含有成形板等の除去 対象面積約 431.0㎡ 

 

・ 名   称  C棟（旧薬品庫） 

・ 構造・規模  コンクリートブロック造平屋建 

・ 延 床 面 積  約 20㎡ 

・ アスベスト除去工事概要 

   スレ－ト屋根の除去   対象面積約 30.0㎡ 

   石綿配管の除去     対象面積約 13.0㎡ 

 

  その他、現場にて確認された石綿含有建材の除去 

 

３ 石綿除去作業における確認及び環境監視業務内容 

（１）石綿除去作業前の養生の現場確認 

請負者が設置した養生について、適正に設置されていることを現場確認し、記録すること。 

（２）石綿除去作業中の環境監視 

石綿除去作業が行われる間、請負者において石綿濃度測定の実施が必要となった際に

は、その測定作業について適宜現場確認し、記録すること。 

（３）除去完了の確認 

請負者が行う石綿除去作業の施工区分毎に適宜立会い、適正な除去が行われているこ

とを確認し、記録すること。 

（４）デジタル粉塵計での大気環境測定 

石綿除去作業が行われる間、委託監督員が用意したデジタル粉塵計にて大気環境測定

を適宜実施し、記録すること。 

（５）上記（１）から（４）における現場確認日については、事前に監督職員と協議のうえ、

その指示に従うこと。また、確認記録したものを監督職員へ報告すること。 

 

 

 



第３章 業務の実施 

１ 業務委託条件 

（１） 監視の方法 

ア 石綿除去工事についての重点監視とし、進捗の報告を適宜行うものとする。 

イ 除去工事に係る期間（事前調査報告書、施工計画書等必要書類の作成期間を含む）

は約４カ月を想定しており、その期間中は週２回程度の確認・監視業務を実施するこ

と。 

（２）委託監督員（石綿除去確認及び環境監視担当）    １名 

（３）資格要件 

委託監督員については、次のいずれかの資格要件を満たすものとする。 

ア 特定建築物石綿含有建材調査者 

イ 一般建築物石綿含有建材調査者 

ウ 日本アスベスト調査診断協会に登録された者 

 

２ 委託監督員の責務 

委託監督員は監督職員との連携を密にし、工事請負契約書、共通仕様書、本業務委託仕様

書、設計図書及び関係法令等に基づいて、請負者に石綿除去工事を円滑かつ適正に履行させ

るため、本仕様書で別に定めるもののほか、次の業務を始め必要な監視及びこれに伴う事務

を誠実に行うものとする。 

（１）請負者が実施した石綿含有建材事前調査報告書について確認し、必要に応じて請負者に

対し報告書の内容の是正指導や追加調査実施の助言等を行う。 

（２）工事の施工計画、工程などを検討し、工事が契約書及び設計図書のとおり行われるよう請

負者に対し技術指導を行う。また、必要に応じて結果を確認のうえ、監督職員に報告する。 

（３）工事内容に変更が生じた場合は、協議の上、必要に応じ変更内容について技術的検討を

実施し、本市に報告をすること。 

（４）監督職員及び請負者との打合せ・指示協議録を作成し、監督職員の指示があれば速やか

に提出すること。また、業務報告書は毎月市が指定した日に提出すること。 

（５）石綿除去工事の検査については、委託監督員が事前に検査を行い、完了部分の確認をし

た上で、監督職員に報告すること。 

（６）本仕様書並びに本契約関係図書に明記されていない事項については、監督職員の指示に

よるものとする。 

 

３ 監督職員の権限 

監督職員は、本仕様書で別に定めるもののほか、次に掲げる権限を有する。 

（１）本組合の意図する業務を完了させるための受注者又は委託監督員に対する業務に関する

指示。 

（２）本契約の履行に関する受注者又は委託監督員との協議。 

（３）業務の進捗状況の確認、本仕様書の記載内容と履行内容の照合その他本契約の履行状況

の調査。 



４ 提出書類等 

受注者は、契約時に次の書類を各２部提出すること。 

（１）業務計画書 

（２）委託監督員の資格者証の写し 

 

５ 業務報告書 

業務報告書については次のとおりとする。 

（１）石綿除去工事監視業務報告書 

石綿除去工事監視業務実施状況を本市指定様式にて提出すること。 

 

（２）打合せ・指示協議録（２部） 

監督職員及び請負者等との打合せ結果について、本市指定様式にて提出すること。 

（３）日報 

日々の業務内容を、本市指定様式にて提出すること。 

 

６ 監視報告書等 

監視報告書については次のとおりとする。 

（１）工事監視報告書 

   必要事項を記載し、本市指定様式にて提出すること。 

（２）検査記録 

設計図書に定めのある検査及びその他監督職員の指示による検査を行った場合、検査項

目一覧表、検査結果の記入・作成及び検査状況の写真等を添付し提出すること。 

 

７ 関係資料 

（１）本市貸与 

ア 設計図書（図面、内訳書及びその他関連資料） 

イ 守口市工事監督規程 

ウ 工事提出書類一覧表 

※ 業務終了後速やかに本市に返却すること。 

（２）次に掲げる資料は状況に応じて参照すること。（最新版） 

「公共建築工事標準仕様書」 

「建築工事監理指針」 

「公共建築改修工事標準仕様書」 

「建築改修工事監理指針」 

「建築工事標準詳細図」 

 

８ その他 

（１）各提出書類等については、委託業務終了後速やかに提出すること。 

（２）委託監督員の現場監視、立会い、その他の業務に要する交通費等の経費については全て



受注者負担とする。 

（３）委託監督員は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 


